
お困りごとを
お聞かせください

県内企業
の

皆様へ

県では，令和６年４月に県内の地域振興局・支庁に
「地域企業振興監」，「地域企業支援官」を設置しま
した。
地域企業振興監等が，県内企業の皆様が抱えるさま

ざまなお困りごとを直接お聞きし，補助金や助成制度，
支援機関を御紹介します。
また，課題・ニーズを把握させていただくことで，

県の関連施策の充実につなげてまいります。

【お問い合わせ先】
鹿児島地域振興局総務企画課 電話：099-805-7257
南薩地域振興局総務企画課 電話：0993-52-1305
北薩地域振興局総務企画課 電話：0996-25-5516
姶良・伊佐地域振興局総務企画課 電話：0995-63-8111
大隅地域振興局総務企画課 電話：0994-52-2087
熊毛支庁総務企画課 電話：0997-22-0498
大島支庁総務企画課 電話：0997-57-7215
商工政策課 電話：099-286-2710

【お困りごとの例】
○ 後継者がいない
○ 販路を拡大したい
○ デジタル化を進めたい



　



北薩地域人財確保・育成プロジェクトの取組状況

１ 令和７年度の取組内容

２ 今年度の取組内容

⑴ 地元高校生等を対象とした合同企業説明会を開催

※ ①、③は出水市と、②は薩摩國雇用創造協議会（構成：阿久根市、薩摩川内市、さつま町、いち
き串木野市）と共催

⑵ 若手社員と高校生によるワークショップを開催（地域振興推進事業）
【参加生徒 計786名（計６校）、参加企業 延べ23社（38名）】

「地元就職」をテーマに、地元企業で働く若手社員と高校生に
よるワークショップを開催（⑴①②と同日開催）

⑶ 小中学生を対象としたキャリア教育を実施（地域振興推進事業）
【参加生徒 計327名（計５校）、講師企業 延べ20社】

地元企業の魅力等を伝えるキャリア教育を、阿久根市、出水市、
長島町の小中学校において実施

⑷ 管外等で開催される合同企業説明会に係る出展料等の補助（地域振興推進事業）
【実績８件、補助額1,200千円】

管外・Webで開催される合同企業説明に参加する地元企業に出展料等の一部を補助
⑸ 地域企業振興監、支援官による取組

企業訪問時に「かごJob」「ふるさと人材相談室」への求人登録を奨励するとともに、
外国人材の活用に関する相談窓口等の支援施策を案内。企業訪問により構築したネット
ワークをもとに、合同企業説明会や高校生とのワークショップ等の人材確保に関する情
報を随時提供。

⑴ 地元高校生を対象とした合同企業説明会を市町等と共催（継続）
⑵ 合同企業説明会に参加する高校生の移動用バスを借上げ（継続）
⑶ 若手社員と高校生によるワークショップを開催（継続）
⑷ 小中学生を対象としたキャリア教育 (継続) 及び見学ツアー (新規) を実施
⑸ 管外等で開催される合同企業説明会への出展料等を補助（継続）
⑹ 北薩地域企業ガイドブック（Ｒ２、R４発行）を改訂（新規）
⑺ 地域企業振興監、支援官による企業への情報提供等（継続）

会 場 開催日 参加企業等数 参加者数 参加者の概要
①出水市 R7.5.16 36社 250名 出水市内の高校２・３年生

②薩摩川内市 R8.2.6 93社 850名 川薩地域等の高校１・２年生、
一般求職者

③出水市 R8.3.17〜19 56社 715名 出水地域の高校１・２年生
合 計 149社 1,815名



　







県ホームページ内 「中小企業者等向け支援事業統合ページ」について

県内の事業者の方々が，本県の中小企業支援施策について，時期を失することなく，
有効に活用できるよう，検索環境の整備を行います。

① 県ＨＰトップページ内「注目情報」へ
リンク掲載

② 活用ニーズ別のボタンを用意 ※HP更新前

クリック

クリック

企業向け支援事業
統合ページ（仮）

④ 支援事業一覧「詳細はこちら」から各事業の
ＨＰへ案内

クリック

クリック

③ メニュー区分ごとの支援事業一覧を用意

●メニュー区分：
「補助等・融資」，「セミナー・商談会」，「専門家派遣（相談）・研究開発・その他」

⑤ 各事業のＨＰから具体的な内容を確認

● 各事業のホームページについては，順次，新年度の内容に更新される見込み
です

▼二次元バーコードから②へアクセスできます

【鹿児島県ホームページ】
ホーム

> 産業・労働
> 中小企業者等向け支援施策

（支援事業統合ページ）

～本ページに関するお問い合わせ先～
鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
電 話 099-286-2944
メール shien@pref.kagoshima.lg.jp

mailto:shien@pref.kagoshima.lg.jp




鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
令和８年４月１日現在

7

地域公共交通等人財確保支援事業（多様な人材受入推進事業）

👉概 　要
地域公共交通の担い手の確保を図るため，交通事業者等に対し，女性や高齢者等の多様な人材が働きやすい職場環境
の整備に要する経費や，バス事業者における特定技能外国人受入れに要する初期費用への支援を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　□個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県交通政策課
099-286-2459

099-286-3080

県外国人材政策推進課
099-286-3320

5

高度外国人材確保推進事業

👉概 　要
県内企業が高度外国人材を安定的に獲得するモデルを構築するため，バングラデシュ及びインドの大学が
輩出する高度人材をターゲットに，県内企業とのマッチング支援を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
■中小企業団体　■その他

👉窓 　口

6

地域公共交通等人財確保支援事業（採用活動・資格取得等支援事業）

👉概 　要
地域公共交通の担い手の確保を図るため，交通事業者等に対し，これまでの県外での採用活動や資格取得等に要する
経費への支援に加え，転職サイト等への掲載など新たに取り組む採用活動に要する費用についても支援を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県交通政策課
099-286-2459

4

外国人材から選ばれる「かごしま」事業（外国人材受入環境整備支援事業）

👉概 　要
外国人材の安定的な受入れや定着を図るため，県内企業等が行う職場の受入体制整備，外国人材と地域住
民との交流等の取組を支援します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
■中小企業団体　■その他

👉窓 　口

県外国人材政策推進課

県産業人材確保・移住促進課
099-286-2990

3

わくわくかごしま移住促進事業

👉概 　要
東京圏から移住し，県内中小企業等に就業又は起業（地域課題解決に資する事業）した方に対し，移住支援金の支給，デジタル技術を活用した
事業の起業経費補助や経営基盤強化支援，都内大学生の県内企業等への就職活動に要した交通費等の支援を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　■その他

👉窓 　口

2

プロフェッショナル人材戦略拠点事業

👉概 　要
県内企業に対して，販路拡大や新規事業の創出といった“攻めの経営”への転換と，そのために必要な経験
や実績を有する「プロフェッショナル人材」の確保等を支援します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口

県産業人材確保・移住促進課
099-286-2990

県産業立地課
099-286-2985

中小企業・小規模企業に向けた支援事業一覧
【活用ニーズ９】　人材確保に取り組みたい

　補助等・融資

1

発電用施設周辺地域多様な人材確保環境整備事業

👉概 　要
県内製造業者の人材確保や職場定着を図るため，女性や高齢者等の多様な人材が働きやすい職場環境の
整備に要する経費を支援します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口

詳細はこちら

詳細はこちら

HP準備中

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

ＨＰ準備中

HP準備中

募集の時期や事業の詳細等については，各事業のホームページ等をご確認ください

https://kagoshima-kigyouricchi-guide.jp/kagoshima-prefecture-support/diverse-human-resources/
https://www.pref.kagoshima.jp/af23/jinzai/projin1.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af23/jinzai/kigyoshien5.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af21/gaikokujinzai/kigyo_dantai/jyoseikin/index.html


鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
令和８年４月１日現在

10

建設産業担い手確保・育成・定着促進事業

👉概 　要
建設産業が持続的に「地域の守り手」としての役割を果たせるよう，多様な担い手の確保・育成・定着と併せ
て，生産性の向上に資する人材の育成に向けた支援を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県土木部監理課
099-286-3508

9

農業分野外国人材確保対策推進事業

👉概 　要
新たに特定技能（派遣）を受入れるモデル的な取組を行う農業者に対し，受入れる際に発生する経費の一部
を支援します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
■中小企業団体　■その他

👉窓 　口
県経営技術課
099-286-3152

8

宿泊業における人材確保育成支援事業

👉概 　要
宿泊業のおける人手不足の解消を図るため，宿泊事業者における省力化・DXの取組や，人材確保・育成の
取組を支援します。

👉対象者
■中小企業　■小規模事業者　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
ＰＲ観光課
099－286-3045

中小企業・小規模企業に向けた支援事業一覧
【活用ニーズ９】　人材確保に取り組みたい

　補助等・融資

ＨＰ準備中

ＨＰ準備中

詳細はこちら

募集の時期や事業の詳細等については，各事業のホームページ等をご確認ください

http://www.pref.kagoshima.jp/ah01/kanri/ninaitekakuho.html


鹿児島県商工労働水産部中小企業支援課
令和８年４月１日現在

中小企業・小規模企業に向けた支援事業一覧
【活用ニーズ12】　災害に備えたい，事業を承継したい

　補助等・融資

1

中小企業事業承継加速化事業

👉概 　要
県内中小企業の早期の事業承継を促進するため，第三者承継（Ｍ＆Ａ）に係るセミナーの開催，Ｍ＆Ａや新規事業の取
組に係る経費の補助，代替わりを契機とする事業の磨き上げに向けた伴走型支援等を行います。

👉対象者
■中小企業　　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
■中小企業団体　　□その他

👉窓 　口
県中小企業支援課
099-286-2944

2

県中小企業融資制度運営事業

👉概 　要 中小企業者の経営の合理化及び安定強化に必要な資金の融資を行います。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
■中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県中小企業支援課
099-286-2946

3

企業立地促進補助事業（ＢＣＰ対策施設等整備事業）

👉概 　要 企業のＢＣＰ対策を促進するため，策定したＢＣＰに基づく防災対策関連の施設・設備の整備を支援します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県産業立地課
099-286-2985

4

ＧＸ推進再エネ導入支援事業(自立・分散型エネルギー設備導入支援)

👉概 　要
産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心に転換するGXの実現に向けて，自家消費型太陽光発電設備
及び蓄電池の導入に係る経費の一部を補助します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県エネルギー対策課
099-286-2727

5

GX推進再エネ導入支援事業(再エネ設備と蓄電池を併用した先進的な取組導入支援)

👉概 　要
再生可能エネルギーを地産地消する取組の推進を図るため，再生可能エネルギー設備と蓄電池を併用した
先進的な取組に対し，設備導入にかかる経費の一部を補助します。

👉対象者
■中小企業　　　  ■小規模事業者　　　　■個人事業主
□中小企業団体　□その他

👉窓 　口
県エネルギー対策課
099-286-2727

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

募集の時期や事業の詳細等については，各事業のホームページ等をご確認ください

https://www.pref.kagoshima.jp/af02/sangyo-rodo/syoko/yushi/yuushi/r7seidoshikin.html
https://kagoshima-kigyouricchi-guide.jp/kagoshima-prefecture-support/bcp-measures/
https://www.pref.kagoshima.jp/ac10/gx/jiritsubunsan_r6.html
https://www.pref.kagoshima.jp/ac10/sensintekiannair6.html
https://www.pref.kagoshima.jp/sangyo-rodo/syoko/shien/keiei/shoukei/index.html


　















【お問合せ先】
鹿児島県商工労働水産部産業人材確保・移住促進課

①移住支援金及び起業支援金について
電 話︓099-286-2990（人材確保企画係）
メール︓syo-jin@pref.kagoshima.lg.jp

②マッチングサイト「かごJob」について
電 話︓099-286-3026（雇用促進係）
メール︓sokusin@pref.kagoshima.lg.jp

移住支援金の支給に係る
詳細要件等はこちらで
御確認ください。

移住支援事業について

東京23区（在住者又は通勤者）から鹿児島県内へ移住し，
移住支援金の就業要件を満たす就業をした方，市町村ごとの独
自要件を満たした方又は起業支援金※1の交付決定を受けた方の
いずれかに，移住先の市町村から移住支援金を給付します。
※ 起業支援金（かごしま地域課題解決型起業支援事業）の令和８年度の募集については，
詳細が決まり次第，別途県HP等で御案内します。なお，募集開始後に起業された起業が対
象となります。

©pref kagoshima greboo

©鹿児島観光コンベンション協会



【鹿児島県移住支援金制度の概要】

１ 移住支援金の対象となる方

次の①～④の全てに該当する方が対象となります。

① 住民票を移す直前の10年間のうち，通算５年以上，東京23区内に在住していた方又は東京圏（東京都，埼玉県，千葉県，神奈川県）のうち

の条件不利地域以外の地域に在住し，東京23区内に通勤していた方（ ただし，東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ，東京23

区内の大学等へ通学し，東京23区内の企業等へ就職した方については，通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができます。)

② 住民票を移す直前に連続して１年以上，東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し，東京23区内への通勤をしていたこと。

③ ２に記載した市町村に移住した方で，５年以上継続して居住する意思のある方

④ 次の(ア)～(オ)の要件のいずれかを満たす方

【就業に関する要件】

(ア) 県が運営するマッチングサイト（かごJob）に掲載された法人等※１の求人（移住支援金対象求人）に応募し就職された方

(イ) 県が実施するプロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方

(ウ) 所属先企業からの命令でなく，自己の意思により移住し，移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

【市町村ごとの独自要件（関係人口）】

(エ) ※２市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め，就業又は起業（事業承継，第二創業を含む）をする方

【起業に関する要件】

(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方

※１ 就業者にとって３親等以内の家族が代表者，取締役などの経営を務めている法人等への就業は対象外になりますが，県と市町村の

判断により対象とすることも可能です。

※２ 市町村ごとの独自要件（関係人口）については，県ホームページでご確認のうえ，詳細は該当市町村へお問い合わせください。

２ 対象となる移住先

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，出水市，指宿市，垂水市，薩摩川内市，曽於市，霧島市，いちき串木野市，南さつま市，志布志市，

南九州市，伊佐市，姶良市，三島村，十島村，さつま町，長島町，湧水町，大崎町，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町，中種子町，

南種子町，屋久島町，宇検村，龍郷町，徳之島町，天城町，伊仙町，知名町

★ 市町村によって，年度内に受付できる申請数の上限数は異なります。

また，対象となる移住先については，年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。

対象有無等については必ず移住前に移住先（予定）の市町村へ確認をお願いいたします。（問い合わせ先は県ＨＰに掲載）

３ 支援金額

２人以上世帯の場合：１００万円 単身の場合：６０万円 ※原則として，住民票の世帯人数により判断します。

※3 １８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合：１８歳未満の者一人につき最大１００万円加算

※３ 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算については，「２ 対象となる移住先」のうち，下記市町村に移住した方が対象と

なります。

対象となる市町村が年度によって異なる場合や移住時期によって支援金が受けられない場合がございます。

詳細につきましては，必ず移住前に移住先（予定）の市町村へ確認をお願いいたします。（問い合わせ先は県ＨＰに掲載）

【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合，18歳未満の者一人につき最大１００万円加算】

鹿児島市，鹿屋市，枕崎市，阿久根市，出水市，指宿市，垂水市，薩摩川内市，曽於市，霧島市，南さつま市，志布志市，南九州市，

伊佐市，姶良市，三島村，十島村，さつま町，長島町，湧水町，大崎町，東串良町，錦江町，南大隅町，肝付町，中種子町，南種子町，

屋久島町，伊仙町，知名町

【18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合，18歳未満の者一人につき最大３０万円加算】

宇検村，徳之島町，天城町

４ 申請できる期間

【就業の場合】

(ア) 県が運営するマッチングサイト（かごJob）に掲載された法人等※1の求人（移住支援金対象求人）に応募し就職された方

⇒ 移住した日から１年以内の期間

(イ) プロフェッショナル人材戦略拠点事業又は国が実施する先導的人材マッチング事業を利用して就業をした方

⇒ 移住した日から１年以内の期間

(ウ) 所属先企業からの命令でなく，自己の意思により移住し，移住元での業務をテレワークにて引き続き行う方

⇒ 移住した日から１年以内の期間

【市町村ごとの独自要件（関係人口）の場合】

(エ) 市町村が当該移住希望者を個別に本事業における関係人口と認め，就業又は起業（事業承継，第二創業を含む）をする方

⇒ 移住した日から１年以内の期間 （申請までに要件を満たす就業または起業をしていること）

【起業の場合】

(オ) 起業支援金の交付決定を受けた方

⇒ 起業支援事業の交付決定日以降１年以内かつ移住した日から１年以内の期間

５ 申請方法

申請書と必要書類を添えて，市町村の移住担当課に申請してください。

申請にあたっては，本人確認書類及び振込口座の確認ができる書類等が必要です。

★ 本事業の詳細については，移住希望先市町村ＨＰ又は県ＨＰを御確認ください。（県ＨＰhttps://www.pref.kagoshima.jp/af23/izyusien.html）

★ 移住支援金は所得税法（昭和40年法律第33号）の第34条に規定される一時所得に該当します。

https://www.pref.kagoshima.jp/af23/izyusien.html


【成約企業】
有限会社 ＴＡＫＥ- ｉ 代表取締役

た け い やすひと

登壇者竹井靖人 氏

〔副業人材募集内容〕

【プロフェッショナル人材】

うしじま じゅんや

登壇者牛島絢也 氏

２０２６年

７月1７日
受 付 ９:３０～

セミナー 1０:００～1２:００

相談会 １３:００～1６:００

金

株式会社インディードリクルートパートナーズ
新領域開発統括部 ソーシャルリレーション推進部
ソーシャルリレーション推進２グループ
グループマネージャー

ば ば ともゆき

講師馬場 智之 氏

【場所】

ホテルレクストン鹿児島(２階)
〔鹿児島市山之口町4-20 099-222-0505〕

【参加費 無料】【セミナー】30名程度(オンライン～100名)【相談会】～10社

【日時】

セミナー
第２部

経営課題を解決する副業・兼業人材活用！！
～ プロ人材とつくる持続的な企業成長 ～

【プロフィール】

産業用発電システムのエンジニアリング会社の営業を経て、
2007年、株式会社リクルートエージェント（現 株式会社イン
ディードリクルートパートナーズ）に入社。
人材斡旋事業にて一貫して法人営業に従事し、インターネッ
トサービス領域、関西地区大手製造業領域の営業組織長を
歴任。現在は、副業マッチングサービス「サンカクふるさと副
業」のアライアンスの統括として各エリアの中小企業が抱え
る経営課題解決に従事。

主 催 /鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点（かごしま産業支援センター）
協賛/鹿児島銀行・南日本銀行・鹿児島信用金庫・鹿児島相互信用金庫・鹿児島興業信用組合・奄美大島信用金庫・奄美信用組合

◆ 相談会をＦＡＸで申し込まれる企業様は、必ず裏面もご記入いただき、両面で送信してください。

ＴＥＬ 099-219-9277
ＦＡＸ 099-219-1279
E-mail : ｐｒｏｊｉｎｚａｉ＠ｋｉsc.or.jp ※ 記入いただいた個人情報等は、本セミナーの運営及び当拠点からの情報提供のみに利用いたします。

７月１７日（金） 副業・兼業人材活用セミナー・相談会申込書

トークセッション
実際に「高度副業・兼業」人材を活用された県内企業と、
成約されたプロ人材に経験談等をお話しいただきます。

（ふりがな）

会社名 ： 参 加 者 名等 〔 セミナー( 会場・オンライン )と相談会に○をつけてください 〕

〒 -
住 所 ：
Ｔ Ｅ Ｌ ： - - F A X： - -

E - m ai l：

職
氏
名

職名 氏名

職 種：
職
氏
名

職名 氏名

・ 会場参加

・ ｵﾝﾗｲﾝ(Zoom)

製 造 業 卸 小売 業 農林水産業

建 設 業 サービス業 その他 （ ）

・ 相談会希望

・ 会場参加

・ ｵﾝﾗｲﾝ(Zoom)

・ 相談会希望

申込期限

７/ ７㊋

セミナー
第１部



◆ 下記の３項目について、必ず回答して両面ＦＡＸ願います。(０９９-２１９-１２７９)

１.企業様のホームページアドレスがあれば、ご記入ください。（無い場合は「なし」に☑）

２.企業様の事業内容について具体的にご記入ください。 職種（再掲              ）

３.関心のある項目について☑チェックしてください。〔複数項目 選択可、最重要課題は■(塗り潰し)で〕

 □ 経営企画         □ 広報/マーケティング    □ 人事

 □ Ｍ＆Ａ/事業承継       □ 情報/システム       □ 営業企画

 □ ＩＴ           □ 財務/経理         □ 広報・宣伝

 □ その他（                                      ）

□ ＨＰなし 

※ 当拠点の常勤雇用人材支援を利用された企業様も、高度副業・兼業人材活用が初めてであれば対象となります。

相談会を希望される企業様へ

申込締切

７/７(火)

プロ人拠点ＦＡＸ：０９９-２１９-１２７９

当
拠
点
の
支
援
を
活
用

を
採
用
（
県
内
外
）

高
度
副
業
・
兼
業
人
材

補
助

交
通
・
宿
泊
費
を

★
企
業
様
を
訪
ね
る

★
紹
介
手
数
料

★
プ
ロ
人
材
の
報
酬

補助上限額

５０万円

補助率

８／１０以内

副業・兼業人材活用促進事業補助金

※

初

め

て

当
拠
点
の
支
援
を
活
用

兼
業
人
材
を
採
用

県
外
の
高
度
副
業
・

補
助

交
通
・
宿
泊
費
を

★
企
業
様
を
訪
ね
る

補助上限額

３０万円

補助率

１／２以内

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金

活
用
後

採
用
後

活
用
後

採
用
後



・・・・

 ④ 人材紹介事業者は，その求人を登録し、人材ニーズに適合する求職者さんを
  企業様に紹介します。

② サービス紹介

  情報シート作成

⑤ 成約

④ 人材マッチング
① 相談

③ 多数の人材事業者に求人取次

 ①② 人材活用の必要性を痛感された中小企業様から相談を受けて，
  当拠点は、企業様と共働して企業情報(ニーズ)シートを作成します。
 ③ 当拠点は，その企業情報シートを、当拠点に登録している複数の人材紹介事業者へ
  提供します。

鹿児島県プロフェッショナル人材戦略拠点の役割

① 相談 ① 相談

登録

① 相談

② サービス紹介

④ 人材マッチング
 ②

④

②

  ④

企 業 様

人材紹介事業者Ｃ

人材獲得までの流れ（通常）

人材紹介事業者Ｂ人材紹介事業者Ａ

ハローワーク

企 業 様

人材紹介事業者プロ人拠点

当拠点を利用すると、

一度に複数社に求人できます！

鹿児島県 プロフェッショナル人材戦略拠点
０９９（２１９）９２７７

当拠点を利用して高度副業・兼業人材を成約すると →→→ 裏面



鹿児島県 商工労働水産部 産業人材確保・移住促進課

０９９（２８６）２９９０

令和８年度 高度副業・兼業人材採用に係る鹿児島県補助事業

活

用

後

契

約

後

※ 両事業とも、御利用に当たっては、条件がございますので、

必ずプロ人拠点(099-219-9277)または下記にお問い合わせください。

活

用

後

契

約

後

※ 当拠点の常勤雇用人材支援を利用された企業様も、高度副業・兼業人材活用が初めてであれば対象となります。
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補助上限額

３０万円

補助率

１／２以内

地域外副業・兼業人材活用促進事業補助金
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５０万円

補助率

８／１０以内

副業・兼業人材活用促進事業補助金

初
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最大400万円補助！
（補助率：対象経費の2/3以内）※補助金の交付には審査があります。

補助対象者 補助対象経費鹿児島県内中小企業
※県内に事業所を有する中小企業者

補助上限額 4００万円（補助率：2/3以内）

主な要件 ITベンダーまたは認定経営革新等
支援機関と共同で事業計画書を作成

募集期間 1次募集▶令和8年5月18日（月） 1次締切▶令和8年6月19日（金）
2次募集▶令和8年7月17日（金） 2次締切▶令和8年8月19日（水）
　　　　　　　【WEB申請】締切日の２３時５９分まで　【郵送】締切日の当日消印有効
 ※補助金の予算上限に達した場合、募集を予定より早めに締め切る場合がございますのでご了承ください。

ＤＸの推進に向けて行うデジタル技術導入や
社内デジタル人材の育成等に係る経費

ソフトウェア等購入費、クラウドサービス利用料、
機械装置等購入費、試作・改良費、
専門家の招へい経費、研修費 等

例

令和8年度かごしま中小企業DX推進事業費補助金

鹿児島県内の中小企業の皆さま

お問合せ・ご相談

かごしま中小企業ＤＸ推進事業事務局
（受託企業：ＭＢＣ開発株式会社 広告事業本部）
【TEL】 099-208-0245
【受付時間】 平日 9:00～17:00（12:00～13:00、土日祝を除く）
お問い合わせは専用ホームページまで

▼申請手続き・詳細はこちら▼
右の「ＱＲコード」、または
下記URLよりご確認ください。
https://r8dx-kagoshima.
pref.kagoshima.lg.jp/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

補助対象経費

ITツールを導入したい
DXを推進したい

企業の「生産性向上」や
「新しい働き方」の実現を
補助金で始めましょう！

人手不足・業務効率化に
悩んでいませんか？



補助金内容の確認 ５
事
務
局
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32専用ホームページへアクセス1
申
請
書
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

補助金制度の内容を
確認し、申請に必要な
事項等を
調べます。

申請の流れ

①申請書（専用ホームぺージからダウンロード）
・申請書類チェックリスト  ・交付申請書  ・事業計画書  ・数値計画  ・収支予算書

⑥「県税に未納がないこと」を証明する納税証明書
※地域振興局･支庁発行分　※申請日以前３か月以内に取得したもの

②確定申告書の写し

③

④見積書等 ※補助対象経費の積算が確認できる資料

⑤旅費規程等の写し（旅費を計上する場合）

提出書類

スケジュール

1次募集

2次募集

交付確定通知書
発出後

事業実施期間

事業実施期間

郵送の場合
〒892-8799 鹿児島東郵便局留
かごしま中小企業DX推進事業事務局 宛て

※補助金の予算上限に達した場合、募集を予定より早めに締め切る場合がございますのでご了承ください。

実
績
報
告
期
限

補
助
金
支
払
い

令和8年
5/18

令和9年
2/26

・法人の場合：履歴事項全部証明書
 ※申請日以前３か月以内に取得したもの
・個人事業主の場合：身分証明書（顔写真付）等

※交付決定は、各申請締切日から1か月後程度となる予定です

本補助金は、県内中小企業の皆さまが取り組むDXの推進に向けた
ITツールの導入や社内デジタル人材の育成等を支援するものです。

かごしま中小企業ＤＸ推進事業事務局
（受託企業：ＭＢＣ開発株式会社 広告事業本部）

【TEL】 099-208-0245
【受付時間】 平日 9:00～17:00（12:00～13:00、土日祝を除く）
お問い合わせは専用ホームページまで

お問合せ
ご　相　談

令和8年度かごしま中小企業ＤＸ推進事業費補助金

・法人の場合（確定申告書別表一、貸借対照表、損益計算書〈販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書を含む〉）
・個人事業主の場合（確定申告書第一表、貸借対照表、損益計算書）

募
集
締
切

交
付
決
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ITベンダーまたは認定経営革新等
支援機関と共同で事業計画書を作成

https://r8dx-kagoshima.
pref.kagoshima.lg.jp/


